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公益財団法人日本バレーボール協会個人登録制度(JVAメンバー制度)について 

 
 平素は公益財団法人日本バレーボール協会(JVA)並びに愛知県バレーボール協会(AVA)の発展のため御協力
と御支援を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、令和 3年度 JVAメンバー登録の登録更新について下記のとおり御案内申し上げます。 
 
1 JVA個人登録費について 

(1) MRSでの登録費に一部、変更があります。 
(2) スタッフ登録は、２,０００円の登録料が必要です。 

JVA登録費 

      団体  
所属            

日本協会 
(全体の６割) 

都道府県協会 
(全体の２割) 

全国加盟連盟 
(全体の２割) 

合計金額 

実業団・クラブ 
(一般・Ｖリーグ) 

１,２００円 ４００円 ４００円 ２,０００円 

大学生 １,０８０円 ３６０円 ３６０円 １,８００円 

高専 ９００円 ３００円 ３００円 １,５００円 

高校生 ７２０円 ２４０円 ２４０円 １,２００円 

中学生 ３００円 １００円 １００円 ５００円 

小学生 ３００円 １００円 １００円 ５００円 

ヤングクラブ 

Ｕ１９ ９００円 ３００円 ３００円 １,５００円 

Ｕ１７ ７２０円 ２４０円 ２４０円 １,２００円 

Ｕ１４ ３００円 １００円 １００円 ５００円 

Ｕ１１ １８０円 ６０円 ６０円 ３００円 

Ｕ１４ 
Ｕ１４ ３００円 １００円 １００円 ５００円 

Ｕ１１ １８０円 ６０円 ６０円 ３００円 

ソフトバレーボール ６００円 ２００円 ２００円 １,０００円 

ビーチ Ｓクラス 

Ｏ２２ ６,０００円 ２,０００円 ２,０００円 １０,０００円 

Ｕ２１ ５,８８０円 １,９６０円 １,９６０円 ９,８００円 

Ｕ１７ ５,５２０円 １,８４０円 １,８４０円 ９,２００円 

Ｕ１４ ５,１００円 １,７００円 １,７００円 ８,５００円 

 



 

ビーチ Ａクラス 

Ｏ２２ ２,４００円 ８００円 ８００円 ４,０００円 

Ｕ２１ ２,２８０円 ７６０円 ７６０円 ３,８００円 

Ｕ１７ ７２０円 ２４０円 ２４０円 １,２００円 

Ｕ１４ ３００円 １００円 １００円 ５００円 

ビーチ Ｑクラス 

Ｏ２２ １,２００円 ４００円 ４００円 ２,０００円 

Ｕ２１ １,０８０円 ３６０円 ３６０円 １,８００円 

Ｕ１７ ７２０円 ２４０円 ２４０円 １,２００円 

Ｕ１４ ３００円 １００円 １００円 ５００円 

 
2 登録料支払いに関する手数料について 

(1) 登録料の支払いに関連する収納代行手数料は、支払者負担です。 
(2) 支払金額に応じて、手数料が増額されます。 
(3) 支払金額が５０,０００円以上の場合、印紙税相当額２２０円が別途必要です。 

支払金額(右の手数料を含む) 収納代行手数料(税別) 支払金額(右の手数料を含む) 収納代行手数料(税別) 

２００円 ～ １,９９９円 １件あたり１５０円 １０,０００円 ～ ２９,９９９円 １件あたり２５０円 

２,０００円 ～ ２,９９９円 １件あたり１７０円 ３０,０００円 ～ ９９,９９９円 １件あたり３００円 

３,０００円 ～ ９,９９９円 １件あたり２００円 １００,０００円～２９９,９９９円 １件あたり５００円 

 
3 各種資格取得者の登録について 

(1) 審判、指導者等の資格を JVA-IDへの紐づけを行うことが出来ます。資格取得者の方は、随時MRSへ 
の資格の紐づけをお願いします。 

(2) 登録申請手順：「共通・請求発行」→「資格申請」→「各項目の入力」→「登録申請」 
 
4 チーム責任者の変更について 

(1) MRS(平成 30年度から)では、JVA-IDにチームの登録管理の権限が付随しています。チーム責任者 
(MRSチーム登録管理者）の変更がある場合は、チームの登録管理の権限を新規の責任者へ移譲を行う
必要があります。権限の移譲を行う場合は、下記の要領で変更手続きを行うようにしてください。 
また、登録管理者は JVA-IDが必ず必要になりますので、未取得者の場合は必ず取得をしてください。
(JVA-IDを取得する際に登録費等の料金は必要ありません。) 

(2) 権限の移譲の手順： 
・・「チーム管理」→「チーム情報照会」→「変更」・「責任者を追加する」→「権限を移譲する」 

 
5 年度更新手続き 
  JVAMRS登録は、「 jvamrs.jp 」で行ってください。JVAMRSサイト内に、手続きガイドが掲載さ 
・れています。 


